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１．はじめに 

 令和２年度一般会計予算（102 兆 6,580 億円）1における社会保障関係費は 35 兆 8,608 億

円であり、一般会計予算の 34.9％を占める。前年度当初予算比で１兆 7,302 億円（前年度

比＋5.1％）の増額となり、35 兆円を超えて過去最大となった2。 

 社会保障関係費の内訳は、年金給付費 12 兆 5,232 億円（同＋3.9％）、医療給付費 12 兆

1,546 億円（同＋2.5％）、介護給付費３兆 3,838 億円（同＋5.4％）、少子化対策費３兆 387

億円（同＋28.9％）、生活扶助等社会福祉費４兆 2,027 億円（同＋0.5％）、保健衛生対策費

5,184 億円（同＋17.8％）、雇用労災対策費 395 億円（同＋1.8％）となっている（図表参

照）。また、厚生労働省所管の特別会計の歳出純計額は、労働保険特別会計が４兆 72 億円

（同＋5.7％）、年金特別会計が 70 兆 2,899 億円（同＋2.5％）となっている。このほか、

厚生労働省所管分として東日本大震災復興特別会計に 170 億円（同▲20.2％）が計上され

ている。 

 

 

 

 
1 歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図り、経済の回復

基調に影響を及ぼさないように万全を期す観点から、消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新

の経済状況等を踏まえて計上される「臨時・特別の措置」に要する経費（１兆 7,788 億円）を含む（以下同）。 
2 一般会計歳出から国債費及び地方交付税交付金等を除いた一般歳出（63 兆 4,972 億円）に占める社会保障関

係費の割合は 56.5％であり、前年度に比べ 1.4 ポイントの増となった。 
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図表 令和２年度社会保障関係予算の内訳 

 

 （出所）財務省「令和２年度社会保障関係予算のポイント」（2019 年 12 月）から作成 

 

 令和２年度予算は、いわゆる骨太方針 20183において示された「新経済・財政再生計画」

の２年目の予算となる。同計画では、2019 年度から 2021 年度を経済成長と財政を持続可

能にするための基盤固めを行う「基盤強化期間」と位置付け、社会保障関係費の実質的な

増加を「高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目指す」との方針を継続す

ることとしていた。 

 予算編成過程において厚生労働省と財務省の間で協議が行われ、最終的には加藤厚生労

働大臣と麻生財務大臣間の大臣折衝を経て、令和２年度予算における社会保障関係費の実

質的な伸びは、2019 年度（約 4,800 億円）を下回る約 4,100 億円とすることとされた4。 

 令和２年度予算は、「15 か月予算」5の考え方の下、令和元年度補正予算、予備費等を組

み合わせることで、「当面の需要喚起にとどまらず、民需主導の持続的な経済成長の実現に

つなげていく」ものとして編成された。 

 本稿では、これまでの社会保障制度改革の経緯に触れ、令和２年度社会保障関係予算の

編成過程及び主要事項を紹介する。 

 

 

 
3 「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（2018.6.15 閣議決定） 
4 消費税増収分（国費）の活用による社会保障の充実及び消費税率引上げに伴う社会保障関係費の増が別途計

上されている。 
5 景気対策などのために、そのための経費を盛り込んだ補正予算と次年度の当初予算を一体として編成するこ

と。「予算編成の基本方針」に明記されたのは、2013 年度の予算編成以来となる。 
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２．近年の社会保障制度改革に関する取組 

（１）社会保障・税一体改革 

 社会保障・税一体改革は、社会保障の充実・安定化と、そのための安定財源確保と財政

健全化の同時達成を目指すものであり、2012 年８月に一体改革関連８法が成立した。その

後、社会保障制度改革推進法に基づき、社会保障制度改革国民会議が設置され、報告書が

取りまとめられた6。同報告書等を受け、改革の検討項目、実施時期、関連法案の国会提出

時期の目途が規定された社会保障改革プログラム法が 2013 年 12 月に成立した。 

社会保障制度改革に当たり、その財源として消費税率の引上げによる増収分が充てられ

ることとなっており、当初は、2014 年４月に８％、2015 年 10 月に 10％への段階的な引上

げを行うこととされていた。その後、2014 年４月に消費税率は８％に引き上げられたもの

の、10％への引上げについては、経済状況等を理由として 2017 年４月に先送りされ、ま

た、2016 年６月にも経済状況等を理由として 2019 年 10 月まで再度延期された。 

2019 年 10 月から消費税率は 10％となり、「新しい経済政策パッケージ」7を踏まえた消

費税増収分の使途変更等の修正を経ながらも、年金生活者支援給付金の支給及び低所得者

に対する介護保険第１号保険料負担軽減強化が実施され、社会保障・税一体改革は一応の

完了をみたこととなる。 

 

（２）骨太方針 2018 及び 2019 

骨太方針 2018 において、全世代型社会保障制度を着実に構築していくため、2020 年度

に社会保障改革を中心とした進捗状況を検証し、骨太方針 2020 において、給付と負担の在

り方を含め社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、早期に改革の

具体化を進めることが明記された。 

その後の経済財政諮問会議8において決定された「新経済・財政再生計画改革工程表2018」

では、社会保障分野に関して計 61 項目の目標が示された。そのうち「給付と負担の見直

し」に関しては 10 項目あり、団塊の世代が後期高齢者入りするまでに、後期高齢者の窓口

負担についての検討、外来受診時等の定額負担の導入の検討、介護のケアプラン作成に関

する給付の在り方の検討、医療・介護における「現役並み所得」の判断基準の見直し等が

盛り込まれた。また、給付と負担の在り方を含めた総合的かつ重点的に取り組むべき政策

については、関係審議会等での検討を進めつつ、骨太方針 2020 で取りまとめることとされ

た。 

骨太方針 20199では、年金及び介護について、必要な法改正も視野に 2019 年末までに結

 
6 「社会保障制度改革国民会議報告書～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～」（2013.8.6）。同報

告書では、社会保障制度改革について、短期的には、消費税の増収が段階的に生じる期間内に集中的に実施

すべき改革、中長期的には団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年を念頭において段階的に実施すべき改

革に分けて実現すべきであるとした。 
7 2017 年 12 月８日閣議決定。消費税率の引上げに伴う５兆円強の増収分を、幼児教育の無償化等新たな施策

の実施及び社会保障の充実策におおむね半分ずつ充当することとし、具体的な施策として幼児教育の無償化、

待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善を行うこととした。 
8 平成 30 年第 17 回経済財政諮問会議（2018.12.20） 
9 「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（2019.6.21 閣議決定） 
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論を得ることとされ、医療等その他の分野についても、骨太方針 2020 において、給付と負

担の在り方を含め、社会保障の総合的かつ重点的に取り組む政策を取りまとめることとさ

れた。 

また、骨太方針 2019 は、社会保障の支え手の拡大に向けた雇用環境の整備を強く打ち出

している。具体的には、70 歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする方向性が明記

された。加えて、就職氷河期世代支援プログラムを盛り込み、今後３年間を集中的な取組

期間とし、30 歳台半ばから 40 歳台半ばの就職氷河期世代を対象に、教育訓練や採用企業

への助成金の拡充などの支援を行うなどして、正規雇用 30 万人増を目指すこととしてい

る10。 

 

（３）全世代型社会保障検討会議 

 ア 設置から中間報告に至る経緯 

  2019 年７月の参院選後、９月 11 日に内閣改造を行った安倍内閣総理大臣は、組閣後

の記者会見で「人生 100 年時代を見据え、70 歳までの就業機会の確保、年金受給年齢の

選択肢の拡大、さらには医療、介護など、社会保障全般にわたる改革を進め」るため、

「全世代型社会保障検討会議」を設置することを表明した11。同会見では、「子供たちか

らお年寄りまで、全ての世代が安心できる令和の時代の新しい社会保障制度の在り方を

大胆に構想」していくとの発言もあり、社会保障・税一体改革に続く制度改革として注

目を集めた。 

  ９月 20 日に初会合が開かれ12、委員間の自由討議が行われた後は、11 月８日に医療関

係者等から、21 日に企業団体や労働組合等からヒアリング等が行われ、26 日の会合にお

いて内閣官房の事務局からこれまでの議論を踏まえた「主な論点」13が示された14。 

イ 中間報告の概要 

  全世代型社会保障検討会議は、2019 年 12 月 19 日の第５回会合で中間報告を取りまと

めた。同報告の概要は次のとおりである。 

（ア）基本的考え方 

  少子高齢化が急速に進む中、少しでも多くの者が「支えられる側」ではなく「支える

 
10 その後、2019 年 12 月 23 日の就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議において「就職氷河期世代

支援に関する行動計画 2019」が決定された。同計画は、「就職氷河期世代支援プログラム」に基づく個別の

取組を具体的に明らかにするとともに、施策の成果目標を定め、今後の進捗状況を確認して行くための基礎

となるものである。その中で、令和元年度補正予算を含め、今後３年間で 650 億円を上回る財源を就職氷河

期世代支援のために確保するとした。 
11 2019 年９月 11 日安倍内閣総理大臣記者会見<https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/0911 

kaiken.html>（2020.1.23 最終アクセス）。 
12 全世代型社会保障検討会議は、安倍内閣総理大臣を議長、西村全世代型社会保障改革担当大臣を議長代理と

し、財務、総務、厚生労働、経済産業の各大臣、内閣官房長官、その他９名の有識者によって構成された。 
13 年金、労働、医療、予防・介護の４分野について整理された。具体的には、年金の受給開始時期の弾力化の

在り方、70 歳までの就業機会確保についての法制の在り方、大きなリスクをしっかり支えられる公的保険制

度の在り方、保険者インセンティブの強化、データ利活用、健康経営等を通じた健康寿命延伸の在り方等で

ある。 
14 また、この間、11 月 20 日に高齢者や学生など 11 名を官邸に招き、「全世代型社会保障改革に関する総理と

現場との意見交換会」が開かれた。 
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側」として活躍することで、「支える側」と「支えられる側」のバランスを見直していく

必要があるとしている。その上で、今般の全世代型社会保障改革においては、働き方の

変化を中心に据え、年金、医療、介護、社会保障全般にわたる改革を進めることとし、

現役世代の負担上昇を抑制しつつ、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築する必

要があり、年齢ではなく負担能力に応じた負担という視点を徹底していくとの方針を示

した。 

（イ）各分野の具体的方向性 

  年金については、現在 60 歳から 70 歳まで選択可能となっている受給開始時期の上限

の 75 歳までの拡大、短時間労働者に対する厚生年金（被用者保険）の適用範囲を 50 人

超規模の企業まで拡大15、60 歳～64 歳に支給される在職老齢年金の基準額を 65 歳以上

と同じ 47 万円（令和元年度価格）の基準に合わせること等16の在職老齢年金制度17の見

直し、ねんきん定期便等の見直し18、私的年金の見直し19を掲げた20。 

  労働については、70 歳までの就業機会確保21、個々の大企業に対し中途採用・経験者

採用比率の情報公開を求めることによる中途採用・経験者採用の促進22、兼業・副業の拡

大、フリーランスなど雇用によらない働き方の保護の在り方について整理した。 

  医療については、医療提供体制の改革と大きなリスクをしっかり支えられる公的保険

制度の在り方の２つを柱としてまとめている。医療提供体制については、地域医療構想

の推進、地域間・診療科間の更なる医師偏在対策、医師・歯科医師等の働き方改革等に

よる地域での必要な医療の確保とともに、外来機能の明確化とかかりつけ医機能の強化、

医療のかかり方の変容へ向けた取組促進等による患者中心の医療の深化等について整理

されている。また、公的保険制度の在り方では、一定の所得のある後期高齢者の医療費

の窓口負担を２割とする方向性が明記されたほか、紹介状のない患者が大病院を受診す

る際の初診・再診時の定額負担の仕組みを大幅に拡充する23とした。 

  予防・介護については、公的保険制度における疾病予防の位置付けを高めるため、保

険者努力支援制度の抜本的な強化を図ること、公的保険制度における介護予防の位置付

 
15 2024 年 10 月に 50 人超規模の企業まで適用することとし、その施行までの間にも、できるだけ多くの労働

者の保障を充実させるために、2022 年 10 月に 100 人超規模の企業までは適用することを基本としている。 
16 そのほか、65 歳以上の者の老齢厚生年金について、在職中から年金額の改定を毎年行い早期に年金額を増額

させる在職定時改定を導入することとしている。 
17 60 歳以降、厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金を指す。年金額と月給・賞与に応じて年金額は減

額され、場合によっては全額支給停止となる。 
18 公的年金制度のポイントを丁寧に伝えることで、国民の老後の選択を支援することとしている。 
19 私的年金の加入要件の見直し、加入可能年齢の引上げ、受給開始時期の柔軟化等に取り組むとしている。 
20 2020 年の常会に必要な法案の提出を図ることとしている。 
21 法制を二段階に分けた上で、第一段階の法整備のため、2020 年の常会に法案を提出することとした。具体的

には、①雇用による措置（定年の廃止、70 歳までの定年延長等）、②雇用以外の措置（定年後又は 65 歳まで

の継続雇用終了後に創業する者との間で 70 歳まで継続的な業務委託契約の締結を行う等）の選択肢を明示

した上で、事業主に対しいずれかの措置を制度化する努力義務規定を設けることとしている。その後、第二

段階の法制で企業名の公表による担保（いわゆる義務化）のための法改正を検討するものとしている。 
22 2020 年の常会に必要な法案の提出を図ることとしている。 
23 初診時 5,000 円以上、再診時 2,500 円以上（医科）の定額負担を求める現行制度について、負担を増額し、

増額分について公的医療保険の負担を軽減するように改めるとともに、大病院・中小病院・診療所の外来機

能の明確化を行いつつ、定額負担の対象とする病院を病床数 200 床以上の一般病院に拡大するとしている。 
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けを高めるため、介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図ること、エビデンスに

基づく政策を促進するための実証事業を行うこと、ロボットやＩＣＴの導入加速化、ペー

パーレス化・効率化の推進等により持続可能性の高い介護提供体制の構築を進めること

としたものの、給付と負担の見直しに関する具体策については明記されなかった。 

ウ 2020 年夏の最終報告に向けた検討 

  兼業・副業に係る労働時間規制等の取扱いや、医療保険制度改革の具体化等について

は、与党や幅広い関係者の意見を聞きながら、最終報告に向けて検討を進めることとさ

れた。また、世論調査等を通じて、国民の不安の実態把握を進めることとしている。 

  中間報告について、有識者委員からは、後期高齢者の自己負担割合の見直し等の問題

について方向性が示されたことは大きな進展であるとの意見や、応能負担の考え方が明

記されたことには意義があるといったおおむね好意的な意見が多かった。また、加藤厚

生労働大臣は、2020 年の常会に年金、労働関係法案を提出すべく作業を急ぐこと、医療

の給付と負担の問題についても、今回示された方向性に沿って 2020 年夏までに成案を

得るべく本格的な議論を進める旨述べた24。 

  一方で、中間報告に対しては、介護分野での自己負担等に関する具体的な言及がない

こと等から「踏み込み不足」との指摘25や、改革案は限定的であり、「多くの人が社会保

障制度に抱く不安に十分応えたとは言い難い」との指摘26がなされている。 

 

３．令和２年度社会保障関係予算の編成過程 

（１）概算要求 

 2019 年７月 31 日に閣議了解された「令和２年度予算の概算要求に当たっての基本的な

方針について」において、年金・医療等に関する経費については、高齢化に伴ういわゆる

自然増として前年度当初予算に 5,300 億円を加算した額の範囲内において要求を認めるこ

ととされた。なお、上記増加額については、新経済・財政再生計画において示された、「社

会保障関係費については、経済・財政再生計画において、2020 年度に向けてその実質的な

増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめることを目指す方針とされていること、

経済・物価動向等を踏まえ、2019 年度以降、その方針を 2021 年度まで継続する」との考

え方を踏まえつつ対応することとされた。 

 また、消費税率引上げに伴う増については、前年度当初予算の例に基づき所要の額を要

求するものとし、その対前年度からの増加の取扱いについては、予算編成過程で検討する

こととされた。 

 

（２）予算編成の基本方針 

 2019 年 12 月５日、政府は「令和２年度予算編成の基本方針」を閣議決定した。同方針

では、一億総活躍社会の実現に取り組むために、「希望出生率 1.8、介護離職ゼロ、『人づ

 
24 全世代型社会保障検討会議（第５回）（2019.12.19） 
25 『産経新聞』（2019.12.20） 
26 『朝日新聞』（2019.12.23） 
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くり革命』及び『働き方改革』のための対策を推進しつつ、就職氷河期世代の人々の社会

への参画機会を拡大していく」とともに、「全世代型社会保障の構築に向け、社会保障全般

にわたる持続可能な改革を進める」こととした。また、「15 か月予算」の考え方で、「安心

と成長の未来を拓く総合経済対策」（2019 年 12 月５日閣議決定）に基づき、令和元年度補

正予算を新たに編成し、予備費を含めた令和元年度予算、令和２年度の臨時・特別の措置

を適切に組み合わせることで、機動的かつ万全の対策を採ることとされた。 

 

（３）令和元年度補正予算 

 2019 年 12 月 13 日、政府は令和元年度補正予算を閣議決定した。厚生労働省所管分とし

ては 1,272 億円が計上されている。その主な内容は次のとおりである。 

 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保として 786 億円が計上され、そのうち、社会

福祉施設等の災害復旧に 112 億円、医療・介護等の窓口・利用者負担等の減免措置に 17 億

円、水道施設の停電･土砂災害･浸水災害対策の拡充等に 214 億円、緊急風しん抗体検査の

実施に 69 億円が計上されている。 

また、経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援として 35 億円が計上

され、そのうち、中小企業・小規模事業者の生産性向上の支援に 14 億円、就職氷河期世代

への支援に 18 億円が計上されている。 

加えて、未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維

持・向上として 275 億円が計上され、そのうち、待機児童解消に向けた保育所等の整備に

228 億円、感染症対策に係る医薬品研究開発等の支援に 25 億円、全ゲノム解析等によるゲ

ノム医療推進のための体制整備に 5.8 億円が計上されている。 

 その他、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金のための基金の積み増しに 177 億円が計上

されている。 

 

（４）令和２年度予算 

 2019 年 12 月 20 日、令和２年度予算が閣議決定された。閣議決定に先立ち、同月 17 日

に大臣折衝が行われ、社会保障関係費の実質的な伸びを 4,100 億円程度27とすることや、

診療報酬・薬価等の改定、社会保障の充実、雇用保険制度の見直し等が合意された。 

2020 年度の消費税増収分の 14.1 兆円については、基礎年金の国庫負担割合２分の１と

して 3.4 兆円、社会保障の充実に 3.9 兆円、消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増加

分として 0.6 兆円、後代への負担のつけ回しの軽減に 5.8 兆円を充てるとされている28。 

 

４．令和２年度社会保障関係予算の主要事項 

（１）医療 

 
27 概算要求時は、自然増として 5,300 億円程度と見込まれていたところ、介護納付金の総報酬割の全面導入に

より 600 億円程度、薬価等の改定により 1,100 億円程度を圧縮した上で、診療報酬改定による 500 億円程度

の増加分と差し引きして、合計 4,100 億円程度の増加となった。 
28 軽減税率分は除外されている。 
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 ア 診療報酬改定 

  2020 年度は、おおむね２年ごとの診療報酬改定の年に当たる。 

  2019 年 11 月 25 日に財政制度等審議会が取りまとめた「令和２年度予算の編成等に関

する建議」においては、国民負担の抑制や医療保険制度の持続可能性の確保の観点から、

診療報酬改定において２年間で▲２％半ば以上のマイナス改定が必要であり、診療報酬

本体についても、賃金や物価の水準と比べて高い水準となっており、同様の観点からマ

イナス改定の必要性があるとされた。また、医師の働き方改革への対応について、全体

として労働コストが増加しないようにすべきであり、安易に患者負担・保険者負担を生

じさせることは避けるべきとされた。 

 最終的な改定率については、12 月 17 日の大臣折衝を経て、次のとおり合意された。

診療報酬は＋0.55％（国費ベースで＋600 億円程度）とされ、そのうち消費税財源を活

用した救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応が 0.08％（国費ベースで

88 億円）とされた29。なお、特例的な対応を除いた 0.47％における各科の改定率は、医

科＋0.53％、歯科＋0.59％、調剤＋0.16％である。薬価等については、薬価が▲0.98％

（国費ベースで▲1,100 億円程度）30、うち実勢価格等改定が▲0.43％（国費ベースで

▲500 億円程度）、また、材料価格は▲0.02％（国費ベースで▲30 億円程度）、うち実勢

価格等改定分は▲0.01％（国費ベースで▲10 億円程度）である。 

 イ 医療従事者の働き方改革の推進 

  地域医療介護総合確保基金（医療分）による勤務医の働き方改革の推進のための費用

に消費税増収分を活用して、国費ベースで 95 億円が充てられる31。また、ＩＣＴの活用

やタスク・シフティング等の勤務環境改善・労働時間短縮に取り組む医療機関の支援等

のため 21 億円（前年度比＋17.1 億円）が計上されているほか、医療事務作業補助者・

看護補助者の確保支援32として新規に 0.1 億円、2024 年４月からの勤務医の時間外労働

上限規制開始に向けた制度準備等として新規に 0.7 億円等が計上されている。 

 ウ 地域医療構想の推進 

  地域医療構想33の実現に向けた地域医療介護総合確保基金（医療分）等による支援のた

め、消費税増収分を活用して 796 億円（同＋107 億円）が計上されている34。また、地域

医療構想推進のための病床ダウンサイジング支援として新規に 84 億円が計上されてい

る35。 

 エ 医師偏在対策の推進 

 
29 特に過酷な勤務環境となっている救急医療の実績が一定水準以上の医療機関について、地域医療の確保を図

る観点から評価することとしている。 
30 なお、市場拡大再算定の見直し等の効果を含めた影響は▲0.99％である。 
31 地域医療における特別な役割があり、かつ、過酷な勤務環境となっている医療機関を対象としている。 
32 具体的には、人材活用キャンペーンの実施、リーフレット・パンフレットの作成、配布等を行うとしている。 
33 団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに

2025 年の医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。2016 年度中に全都道府県で策定済みである。 
34 勤務医の働き方改革の推進のための費用を含む。 
35 2021 年度以降においては、地域医療構想調整会議における議論の進捗等も踏まえつつ、消費税財源による

「医療・介護の充実」とするための法改正を行い、これに基づき病床ダウンサイジング支援を実施すること

とされている。 
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 2020 年度から医師少数地域等で勤務した医師の認定制度が開始される36ことに合わせ、

認定制度を活用した医師少数区域等における医師への支援として２億円が新規に計上さ

れているほか、総合診療医37の養成支援等のために 9.5 億円（同＋5.9 億円）が計上され

ている。 

 オ 医療等分野におけるＩＣＴの利活用の促進 

 2020 年度からの本格運用を目指し、マイナンバーカードを利用した医療保険のオンラ

イン資格確認等システムの導入38等に必要なシステム開発のために必要な経費等につい

て 145 億円（同▲173 億円）39が計上されており、医療情報化支援基金40にも、消費税増

収分を活用して、医療機関・薬局のシステム整備支援費用に 768 億円（同＋468 億円）

が計上されている。そのほか、レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）

や介護保険総合データベースなど健康・医療・介護情報を連結し、研究者などが分析可

能な環境、民間事業者等への情報提供体制整備の費用として 7.1 億円（同＋4.3 億円）

が計上されている。 

 カ 保健医療分野等の研究開発 

  国立研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）におけるバイオ医薬品等の開発

等の強化、全ゲノム情報等を利用したゲノム医療41、将来の医療・福祉分野のニーズを踏

まえた革新的な医療機器やＡＩ、ロボット開発、ｉＰＳ細胞等を用いた創薬等の研究、

様々な疾患を対象にした疾患メカニズムの解明等のための基礎的な研究開発等の費用と

して、586 億円（同＋11 億円）が計上されている。 

キ 健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり 

 保険者努力支援制度（国民健康保険）について、人生 100 年時代を見据えた抜本的強

化として、健康づくりを強力に推進するための新規事業に 500 億円が追加で措置されて

いる42。また、予防・健康増進効果等に関するエビデンスを確認・蓄積するための大規模

実証事業を実施するための費用として新規に 7.3 億円が計上されているほか、健康寿命

延伸に向けた歯科口腔保健の推進等の費用として 17 億円（同＋３億円）、先進事業等の

好事例の横展開等を推進するために 19 億円（同＋３億円）、生活習慣病の予防、診断及

び治療に関する研究43や、女性の健康の包括的支援に関する研究の体系的な実施のため

 
36 医師少数区域等における医療の提供に関する一定の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚

生労働大臣が認定できることとしている。 
37 地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる医師。 
38 2021 年３月末からオンライン資格確認の本格運用開始が予定されている（デジタル・ガバメント閣僚会議

（第５回）2019.9.3）。 
39 この減少は、医療保険オンライン資格確認に伴う中間サーバーの改修が 2019 年度におおむね終了すること

によるものである。 
40 2019 年 10 月１日から設置。同基金の対象事業として、①オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬

局のシステム整備の支援、②電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム導入等の支援の２

つを予定している。 
41 令和元年度補正予算においても、全ゲノム解析等によるゲノム医療推進のための体制整備に 5.8 億円が計上

されている。 
42 保険者の予防・健康づくりの取組強化（保険者努力支援制度（国民健康保険））に消費税増収分を活用して

1,412 億円（前年度比＋500 億円）が計上されている。 
43 特に、たばこ対策、脳卒中を含む循環器疾患、糖尿病に関する研究を重点的に推進することとしている。 
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18 億円（同＋２億円）が計上されている。 

ク 医療保険制度の運営確保 

  各医療保険制度などに関する医療費国庫負担のため、厚生労働省予算として 11 兆

8,620 億円（同＋1,928 億円）が計上されているほか、国民健康保険への財政支援として

3,104 億円（同＋500 億円）が計上されている。 

 

（２）介護 

 ア 介護の受け皿整備、介護人材の確保 

 「新しい経済政策パッケージ」に基づき、介護人材の処遇改善を促進するため、消費

税増収分を活用して 506 億円（前年度比＋293 億円）が計上されているほか、地域医療

介護総合確保基金（介護分）への拠出分として 549 億円（前年度と同額）44が計上されて

いる。また、外国人介護人材の受入環境の整備45のため、11 億円（同＋1.9 億円）が計上

されている46。 

 イ 自立支援・重度化防止に向けた取組の強化 

  骨太方針 2019 等でも示されている介護予防を重視する観点から、保険者による予防・

健康づくり等の取組強化として 400 億円（同＋200 億円）が計上されている。具体的に

は、「介護保険保険者努力支援交付金」を創設し、消費税増収分を活用して 200 億円を拠

出することとしている47。このほかに介護・医療関連情報の「見える化」の推進として 3.2

億円（同＋0.2 億円）等が計上されている。 

 ウ 認知症施策推進大綱に基づく施策の推進 

 認知症施策推進大綱48に基づき、認知症施策の総合的な取組として、高齢者にやさしい

地域づくりの推進として 3.9 億円（同▲1.1 億円）、認知症疾患医療センター49の整備促

進・相談機能強化として 12 億円（同＋１億円）、認知症理解のための普及啓発等として

0.3 億円（同＋0.2 億円）、成年後見制度の利用推進として８億円（同＋4.5 億円）が計

 
44 介護施設の整備に関する事業として 467 億円（前年度と同額）が、介護人材の確保の推進に 82 億円（前年

度と同額）が計上されている。 
45 新たな在留資格「特定技能」の創設等により増加が見込まれる外国人介護人材が国内の介護現場で円滑に就

労・定着できるよう、日本語の学習環境の整備や介護技能に関する研修、介護業務に関する相談支援等を行

う。 
46 そのほか、介護施設等における防災・減災対策の推進として 50 億円（前年度比▲14 億円）、介護分野におけ

る生産性向上の推進として 15 億円（同＋5.1 億円）、介護の仕事の魅力等に関する情報発信として 6.8 億円

（前年度と同額）等が計上されており、介護の受け皿整備、介護人材の確保分として 1,140 億円（同＋284 億

円）が計上されている。 
47 従前からの保険者機能強化推進交付金には 200 億円（前年度と同額）が計上されている。同交付金について

は、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるために、介護予防・健康づくり等に資する取組を評

価することで、交付金の配分基準のメリハリを強化することとされている。 
48 2019 年６月 18 日認知症施策推進関係閣僚会議決定。大綱では、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても

希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」

を車の両輪として施策を推進していくこととし、具体的には、①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・

ケア・介護サービス・介護者への支援、④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参

加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開の５つの柱に沿って施策を推進することとしている。 
49 認知症の専門医療機関であり、地域の医療提供体制の中核として認知症の速やかな鑑別診断、診断後のフォ

ロー、症状増悪期の対応、ＢＰＳＤ（行動・心理症状）や身体合併症に対する急性期医療、ＢＰＳＤやせん

妄予防のための継続した医療・ケア体制を整備する。 
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上されている。 

 エ 介護保険の１号保険料の低所得者負担軽減強化 

  介護保険の１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、低所

得の高齢者の保険料の軽減を行うための費用が、消費税増収分を活用して 786 億円（同

＋336 億円）計上されている50。 

 オ 介護納付金の総報酬割全面導入に伴う被用者保険者への特例措置 

  2020 年度からの総報酬割全面導入に伴い、介護納付金の負担増となる被用者保険者に

対して、2020 年度に限り財政支援を行うため 31 億円が措置されている。 

 

（３）子ども・子育て支援 

 ア 幼児教育・保育の無償化 

  2019 年 10 月から「新しい経済政策パッケージ」等に基づき、３歳から５歳までの全

ての子供たち及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供たちの幼稚園、保育園、

認定こども園等の費用が無償化されており、そのための費用として消費税増収分を活用

して 3,410 億円が計上されている51。 

 イ 保育の受け皿整備・保育人材の確保 

  「新しい経済政策パッケージ」等に基づき、待機児童の解消のため「子育て安心プラ

ン」52を前倒しし、2020 年度末までに 32 万人分の受け皿の整備等53を行うための経費が、

消費税増収分を活用して 358 億円計上されている54。 

 また、待機児童の解消に向けた保育の受け皿整備のため、保育所の施設整備のための

補助率のかさ上げを継続するとともに、賃貸物件の活用等による保育所整備の改修費の

補助等のため、767 億円（前年度比▲20 億円）が計上されている55ほか、保育人材確保の

ための総合的な対策として、保育士宿舎借り上げ支援事業についての要件の見直し等を

行うために 190 億円（同＋38 億円）が計上されている。 

 ウ 母子保健医療対策の推進 

 成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進として、277 億円（同＋21 億円）が計

上されている。具体的には、子育て世代包括支援センターの設置促進、母子保健法の改

正により法的に位置付けられた産後ケア事業の充実、多胎育児家庭に対する介助・相談

支援等の妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のほか、高額な医療費の掛かる

不妊治療に対する助成、子供の死因究明に係る体制整備56のための予算が計上されてい

 
50 2015 年４月から、消費税率の引上げに伴い、市町村民税非課税世帯のうち、特に所得の低い者を対象に実施

されていた（65 歳以上の約２割）が、2019 年 10 月から市町村民税非課税世帯全体を対象（65 歳以上の約３

割）として完全実施された。 
51 公費ベースでは 8,858 億円となる。 
52 2017 年６月２日公表。2018 年度から 2022 年末までの５年間で女性就業率 80％に対応できる約 32 万人分の

受け皿を整備することとしていた。 
53 他に保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組むこととしている。 
54 公費ベースでは 722 億円となる。 
55 令和元年度補正予算においても、待機児童解消に向けた保育所等の整備のために 228 億円が計上されてい

る。 
56 子供の死因究明の制度化に向け、都道府県における実施体制を検討するため、モデル事業として関係機関に
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る。 

 エ 児童虐待の防止対策・社会的養育の充実 

 児童虐待の防止・社会的養育の推進のために 1,754 億円（同＋56 億円）が計上されて

いる。そのうち、児童虐待防止対策の推進としては、児童相談所への弁護士・医師・警

察ＯＢの配置の促進や、地域における見守り活動の活性化を促すための要支援児童の居

場所づくり等の推進の取組への補助、児童虐待に関する全国統一の情報共有システムの

開発・整備の推進、また、新規事業として体罰等によらない子育ての広報啓発に関する

予算が計上されている。 

 また、社会的養育の充実として、児童養護施設等の小規模かつ地域分散化や職員配置

基準の強化を含む高機能化の推進などの質の向上のための費用、社会的養護が必要な子

供の増加への対応のため児童養護施設等の受入児童数の拡大のための費用として、消費

税増収分を活用して国費 237 億円が計上されている。 

 

（４）就職氷河期世代支援 

 就職氷河期世代活躍支援プラン57実施のための費用として、632 億円（前年度比＋143 億

円）が計上されており、そのうち、特に就職氷河期世代を主な対象として実施するものは

199 億円である58。その主な内容は次のとおりである。 

 ア ハローワークにおける専門窓口等の設置による職場定着までの伴走型支援 

 不安定な就労状態にある者一人ひとりの状況を踏まえ、専門担当者によるチームを結

成し、求職者とともに個別の支援計画を作成、同計画に基づいたキャリアコンサルティ

ング、必要な能力開発へのあっせん、就職後の定着支援などの計画を実施するための費

用として新規に 15 億円が計上されている。 

 イ 民間事業者のノウハウを活用した不安定就労者の就職支援 

 特に不安定な就労状態にある者が多い地域において、成果連動型の民間委託による不

安定な就労状態にある者の教育訓練、職場実習等を行い、安定就職につなげる事業を実

施するほか、当該訓練等を職業訓練受講給付金59の給付対象とし、安心して受講できるよ

うにするための費用として新規に 13 億円が計上されている。 

 ウ 短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援 

  就職氷河期世代の者を対象にした「短期資格等習得コース（仮称）」を創設し、短期間

で取得可能で、安定就労につながる資格等60の習得支援のため、人材ニーズの高い業界団

体等に委託し、訓練と職場体験等を組み合わせ、正社員就労を支援する出口一体型の訓

 
よる連絡調整、子供の死因究明に係るデータ収集及び整理、有識者や多機関による検証並びに検証結果を踏

まえた政策提言を行うための費用の支援を行うこととしている。 
57 2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」（2019.5.29）。

同プランの内容が骨太方針 2019 の就職氷河期世代支援プログラムの一環として盛り込まれた。 
58 令和元年度補正予算において、就職氷河期世代への支援として 18 億円が計上されている。 
59 雇用保険を受給できない求職者（受給を終了した者を含む）が、ハローワークの支援指示により職業訓練を

受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度。 
60 具体的には、小型クレーンやフォークリフトの免許、大型免許、簿記等が挙げられている。 
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練等61を行うための経費として、新規に 35 億円が計上されている。 

 エ 就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れた企業への助成金の拡充 

  正社員就職が長続きしない者や非正規雇用を繰り返す者を雇い入れた企業への助成金

の対象年齢を見直した上で、失業中の者だけでなく、非正規雇用労働者も支援対象とな

るように制度を拡充するほか、安定的な就職が困難な求職者に対し、一定期間試行雇用

する事業主への助成等62のため、13 億円（同＋3.1 億円）が計上されている。 

 オ 地域若者サポートステーションの対象年齢の拡大 

 若年無業者等に対する切れ目のない就労支援の推進に加え、就職氷河期世代の無業者

の支援のために地域若者サポートステーション63の対象年齢を拡大64し、40 歳台の無業

者に対する相談体制の整備、把握・働きかけのための福祉機関等へのアウトリーチ展開、

全国一元的な案内・相談を実施するための経費として 53 億円（同＋13 億円）が計上さ

れている。 

 

（５）働き方改革等の雇用施策 

 ア 長時間労働の是正・労働者が安全で健康に働くことのできる職場環境の整備 

 中小企業・小規模事業者が生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む際に、「働き

方改革推進支援センター」65によるワンストップ相談窓口の支援強化や労働時間の縮減

のために新規に労働者を雇い入れ、一定の雇用改善を達成した場合に助成を行うための

経費として 176 億円（前年度比＋28 億円）が計上されている。また、勤務間インターバ

ル制度66につき、業種別導入マニュアルの作成や中小企業が活用できる助成金制度の推

進等の費用として 27 億円（同＋11 億円）が計上されているほか、大企業・親事業者の

働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた取引環境の見直しの

ための周知啓発等に関する費用として新規に 0.2 億円が計上されている。 

 また、中小企業による高年齢労働者の安全・健康確保措置の支援のための助成金の創

設や、高年齢労働者の特性に配慮した独創的・先進的な安全衛生対策の取組の検証等の

費用として新規に 3.3 億円が計上されているほか、産業保健総合支援センター67におけ

 
61 そのほか、求職中の非正規雇用労働者が働きながらでも受講しやすい夜間、土日やｅラーニング等の訓練を

提供するほか、当該訓練を職業訓練受講給付金の対象とすること、また、求職者支援訓練における、訓練コー

ス設定の要件の緩和等を行うこととしている。 
62 既存の「特定求職者雇用開発助成金（安定雇用実現コース）」の見直し・拡充を行い、次の４要件のいずれ

かに該当する者を正社員として雇い入れた事業主に対し、一人当たり 60 万円（中小企業以外にあっては 50

万円）を支給する。①35 歳以上 55 歳未満の者、②「雇入れ日前直近５年間に正社員としての雇用期間が通

算１年以下の者」かつ、「雇入れ日前１年間正社員として雇用されていない者」、③職業紹介の時点で「失業

状態の者」または「非正規雇用労働者」かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就

労に向けた支援を受けている者」、④安定した雇用を希望している者。 
63 働くことに悩みを抱えている若者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケー

ション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っている。 
64 15 歳～39 歳までの若者を対象としていたところ、50 歳までを対象として拡大することとしている。 
65 就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などの「働き方改革」に関連する様々な相

談に総合的に対応し、支援することを目的として、全国 47 都道府県に設置されている。 
66 勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く者の生活時間や睡眠時間を確保する制度。 
67 都道府県ごとに設置され、事業者や産業保健スタッフなどを対象に、専門的な相談への対応や研修などを行

う。 
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る中小事業者等への訪問支援等の実施や、中小企業等におけるストレスチェック制度の

実施等メンタルヘルス対策の取組の推進のための経費として 51 億円（同＋１億円）が計

上されている。 

 イ 最低賃金の引上げ・同一労働同一賃金等雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

 最低賃金や賃金の引上げには、中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠である

との観点から、助成金の新設・拡充により、業務改善や生産性向上に関する企業のニー

ズに応えるとともに、最低賃金等が低い地域の賃上げ支援等のため 177 億円（同＋28 億

円）が計上されている68。 

  また、働き方改革関連法における同一労働同一賃金に関する規定の円滑な施行69のた

め、新たに専門家等が自ら直接企業を訪問し、課題に対応するプッシュ型支援の実施、

好事例の収集・周知に要する費用として 103 億円（同＋13 億円）が計上されている。そ

のほか、非正規雇用労働者の正社員化・処遇改善に取り組んだ事業主に対するキャリア

アップ助成金70による支援のため 1,251 億円（同＋190 億円）が計上されている。 

 ウ ハラスメント対策の推進 

 労働施策総合推進法等の改正を踏まえ、職場におけるハラスメントの撲滅に向け事業

主向けの説明会の開催、シンポジウムの開催等による周知啓発の実施や、平日夜間や休

日対応の相談窓口の整備等に要する費用として 12 億円（同＋２億円）が計上されてい

る。また、全国の総合労働相談コーナーにおける相談体制の整備を図るとともに紛争調

整委員会におけるあっせんの迅速な対応等による早期の紛争解決に向けた体制整備に要

する費用として 33 億円（同＋３億円）が計上されている。 

 エ 高齢者・女性・障害者等の就労支援 

 高齢者の就労支援に関して、65 歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、ハロー

ワークに設置する「生涯現役支援相談窓口」71の増設等によるマッチング支援の拡充とし

て 31 億円（同＋９億円）が計上されているほか、65 歳を超える継続雇用や 65 歳以上の

定年引上げ等に対する助成措置、高齢者に係る成果を重視した賃金制度等の構築に取り

組む企業への助成として 52 億円（同＋６億円）等が計上されている。 

 女性の就労支援に関して、女性活躍推進法の改正に伴い、情報公表の義務が拡大する

300 人以下の中小企業について、行動計画の策定や「えるぼし認定」72に関する説明会の

開催等による女性活躍推進の取組の加速化を図るとともに、「女性の活躍推進企業デー

タベース」73について、多くの企業情報掲載が進むように働きかけを行うこと等による女

 
68 令和元年度補正予算においても、生産性向上に資する設備投資等に対する助成の拡充等により最低賃金引上

げに取り組む中小企業・小規模事業者の支援等のため 14 億円が計上されている。 
69 2020 年４月１日施行。なお、中小企業における適用は、2021 年４月１日から。 
70 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアッ

プを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度。 
71 再就職などを目指す 55 歳以上の者を対象に、シニア世代の採用に意欲的な企業の求人情報や、多様な就業

ニーズに応じた情報の提供、そのほか、各種ガイダンスを実施している。 
72 女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する状況が優良な企業について、厚生労働大臣が認定する制度。

同法の改正に伴い、えるぼし認定よりも水準の高い「特例認定制度（プラチナえるぼし）」が創設される。 
73 2016 年２月 29 日開設。企業が女性活躍推進法に基づく自社の「女性の活躍状況に関する情報」の公表や「行

動計画」の公表先として使うことができる。また、学生などの求職者が、各社の「女性の活躍状況に関する
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性活躍推進法の実効性確保のため、6.6 億円（前年度と同額）が計上されている。また、

ハローワークにおけるマザーズコーナー74の拠点数の拡充による子育て女性等の再就職

支援の充実や、介護離職防止に向けた介護休業制度等の周知広報の強化等のため 164 億

円（同＋41 億円）が計上されている。 

 障害者の就労支援に関し、公務部門における障害者の雇用促進・定着支援のため75の費

用として 4.6 億円（同＋1.2 億円）が計上されているほか、精神障害者、発達障害者、

難病患者である求職者について、ハローワークに専門の担当者を配置するなど多様な障

害特性に対応した就労支援等のために 37 億円（同＋３億円）が計上されている。 

 オ 外国人材受入の環境整備 

 2020 年度中から運用開始予定の「外国人共生センター（仮称）」76において、外国人に

対する就職支援や労働安全衛生等に関する支援等を行うための費用として 3.4 億円（同

＋２億円）が計上されているほか、外国人労働者に係る労働相談体制の強化や新たに「多

言語コンタクトセンター」77等を活用することによる、都道府県労働局雇用環境・均等部

（室）及び総合労働相談コーナーでの外国人労働者からのトラブルに関する相談等にお

ける多言語対応力の強化のために 19 億円（同＋６億円）が、また、外国人材の地域での

受入に積極的に取り組む都道府県を選定し、都道府県労働局と連携して職場・地域への

定着支援を行うモデル事業を実施するための費用として新規に 4.3 億円が計上されてい

る。 

カ 雇用保険制度の見直し 

 2017 年度から３年間に限り実施されてきた雇用保険料率の引下げと国庫負担率の引

下げを２年間に限り継続することとしている78。 

 また、育児休業給付について「子を養育するために休業した労働者の雇用と生活の安

定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に位置付け、区分整理を開始す

ることとしている。 

 

（６）社会福祉サービス等 

 ア 生活保護制度の適正実施 

 
情報」を閲覧することができ、企業の選択にも利用できる。 

74 子育てをしながら就職を希望している者に対して、キッズコーナーの設置など子供連れで来所しやすい環境

を整備し、担当者制による職業相談、地方公共団体等との連携による保育所等の情報提供、仕事と子育ての

両立がしやすい求人情報の提供など、総合的かつ一貫した就職支援が行われている。2019 年 12 月 23 日時点

で全国 181 か所に設置されている。 
75 具体的には、各府省等向けのセミナー・職場見学会の実施、ハローワーク等に配置する職場適応支援者の増

員による支援体制の強化等を行うこととしている。 
76 留学生の受入促進・就職、高度外国人材の受入促進、外国人材・家族の人権擁護、法律トラブル、査証相談、

労働基準・労働安全衛生等、地方を含む外国人の雇用促進等に対する支援等の施策を一括して実施すること

により、効果的・効率的な支援を可能とするため、各機関の関係部門を集約させた外国人共生に関する拠点

として設置されることとなっている。 
77 全国のハローワークから利用可能な多言語対応の電話通訳。令和２年度予算において、対応言語数を 11 か

国語から 14 か国語に増加させるための費用等として 4.9 億円（前年度比＋0.4 億円）が計上されている。 
78 2017 年度から雇用保険料率は 0.8％→0.6％への 0.2％の引下げ、国庫負担率は本則の 55％→本則の 10％へ

の引下げが行われている。 
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 生活保護に係る国庫負担に要する経費として、２兆 8,219 億円（前年度比▲289 億円）

が計上されている。また、レセプトを活用した医療扶助の適正化、収入資産調査の充実

強化等による認定事務の適正化等を実施する地方自治体の支援、2021 年度から施行され

る「被保護者健康管理支援事業」79の円滑な実施に向けた費用等、生活保護の適正実施の

推進のための経費として 160 億円（同＋９億円）が計上されている。 

イ 生活困窮者・ひきこもり支援 

 ひきこもり状態にある者や長期無業者など、就労等自立に向けた寄り添った支援が必

要な者や、様々な生活課題を抱える者へ必要な支援を行うため、一人ひとりの状況に応

じてきめ細かく対応する包括的支援体制の強化を行うための経費として 487 億円（同＋

49 億円）が計上されている。具体的な事業としては、アウトリーチ等の充実による自立

支援相談支援の機能強化に新規に 35 億円、ひきこもり地域支援センターと自立相談支

援機関の連携強化、居場所づくり等のため 12 億円（同＋７億円）等が計上されている。 

 ウ 障害福祉サービス 

  障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスの総

合的な確保のための経費として１兆 5,842 億円（同＋1,300 億円）が計上されているほ

か、自立支援医療80や障害児入所施設を利用する者等へ良質かつ適切な医療を提供する

ための経費として 2,604 億円（同＋144 億円）が計上されている。 

 エ ひとり親家庭等自立支援の推進 

  児童扶養手当の支給や、母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金等に修学期間中の生

活費等を加えるための経費として、1,622 億円（同▲484 億円）が計上されている81ほか、

母子・父子自立支援員等の専門性の向上や、母子生活支援施設82を活用したひとり親家庭

への相談支援体制の充実等のため 133 億円（同＋２億円）が計上されている。 

 

（７）年金 

 基礎年金の国庫負担２分の１や年金生活者支援給付金83の支給等に要する経費として 12

兆 4,615 億円（前年度比＋4,745 億円）が計上されている84。 

 
79 2018 年の生活保護法改正により創設され、2021 年１月から必須事業として施行されることとなっている。

同事業では、生活保護受給者の健康管理の推進を図るため、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉

事務所がデータに基づき生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進することとしている。2020 年度におい

ては、「被保護者健康管理支援事業の手引き」改定や国による周知・研修会等の開催が行われ、2021 年１月

からの施行に備えることとされている。 
80 精神通院医療、身体障害者のための更生医療、身体障害児のための育成医療を指す。 
81 令和２年度予算における減少は、児童扶養手当について、2019 年 11 月からの隔月支給（年３回（４か月分

ずつ）→６回（２か月分ずつ））に伴い、令和元年度予算に 15 か月分を計上したことによるものである。 
82 「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情のある女子及びその監護すべき児童を入所させて、これらの者を

保護するとともに、これらの者の自立の促進の為にその生活を支援することを目的とする施設」（児童福祉法

第 38 条）であり、児童（18 歳未満）及びその保護者が対象だが、児童が満 20 歳に達するまで在所させるこ

とができるとされている。 
83 消費税増収分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の者に、生活の支援を図ることを目

的として、年金に上乗せして支給するもの。年金生活者支援給付金は全額国庫負担であり、その経費として

令和２年度予算に 4,908 億円が計上されている。 
84 2020 年度における年金額の改定率は、マクロ経済スライド調整率▲0.1％を加味した上で、＋0.2％を見込ん

でいる。 
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 また、日本年金機構における厚生年金保険の適用促進対策や国民年金収納対策の推進、

年金生活者支援給付金の支給事務等のための経費として 3,254 億円（同▲17 億円）が計上

されている。 

 

（８）その他 

 ア 厚生労働省改革の推進 

  国民が納得できる社会保障・働き方改革をスピードを上げて展開できるように、議事

録作成支援システムの導入、地方採用等の戦略的な採用業務の実施、外部の視点を取り

入れた改革の実施等の厚生労働省改革のため、新規に 0.6 億円が計上されている85。ま

た、統計改革の推進のための経費として 18 億円（前年度比＋４億円）が計上されてい

る。 

 イ ハンセン病対策 

  ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発の強化、相談支援体制の充実、国立ハンセ

ン病資料館等の学芸員の増員、ハンセン病療養所の入所者に対する療養の確保、退所者

への社会生活支援等のための経費として 369 億円（同＋７億円）が計上されている86。 

 ウ 戦没者遺骨収集等の推進 

  南方地域や旧ソ連地域における埋葬地等の調査班数を増加させる等の遺骨収集事業の

推進、ＤＮＡ鑑定の体制整備、新たな鑑定技術の研究・活用を通じた遺骨返還推進のた

めに 30 億円（同＋６億円）が計上されている。 

 エ 自殺対策の推進 

  自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱87に基づき、地域の実情に応じた実践的な自殺

対策の取組支援、自殺対策の研究等に関する法律に基づき新たに指定される法人が行う

調査研究、地域の自殺対策への取組支援のための必要な支援として 33 億円（同＋２億

円）が計上されている。 

 オ 感染症対策の推進 

  2018 年以降の風しんの流行状況等88を踏まえ、感染拡大防止のため、地方自治体が行

う抗体検査事業に対する補助等の継続実施のため、54 億円（同＋42 億円）が計上されて

いる89ほか、薬剤耐性対策に関し、抗菌薬の適正使用に係るモデル事業等の実施や、ワン

 
85 2019 年８月 26 日、厚生労働省改革若手チームによる「厚生労働省の業務・組織改革のための緊急提言」が

発表された。同提言では、まず、「０．厚生労働省職員の増員」を掲げ、その上で「１．生産性の徹底的な向

上のための業務改善」、「２．意欲と能力を最大限発揮できる人事制度」、「３．『暑い、狭い、暗い、汚い』オ

フィスの改善」の３つを改革の柱として掲げている。 
86 ハンセン病元患者家族への補償金のための基金の創設等のために 2019 年度の予備費から 179 億円が支出さ

れている。 
87 自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるもので、2017 年の見直し後の大綱

（2017.7.25 閣議決定）では、自殺死亡率を 2026 年までに 2015 年比 30％以上減少させることを目標とする

こと等を掲げている。 
88 2013 年（１万 4,344 人）の流行以降、2014 年 319 人、2015 年 163 人、2016 年 126 人、2017 年 91 人と減少

傾向だったが、2018 年には 2,946 人が報告され、2019 年は 2,306 人が報告されている（国立感染症研究所

感染症疫学センター「風疹流行に関する緊急情報：2020 年１月 16 日現在」<https://www.niid.go.jp/niid 

/images/epi/rubella/2020/rubella200116.pdf>（2020.1.23 最終アクセス））。 
89 令和元年度補正予算においても、風しんのまん延防止のため、抗体保有率の低い 40 歳から 50 歳（2019 年度
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ヘルス・アプローチ90に関する国際会議の開催等に要する経費として 9.8 億円（同＋2.5

億円）が計上されている。 

 カ Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 

  Ｂ型肝炎ウイルスの感染被害を受けた者への給付金などの支給に万全を期すため、社

会保険診療報酬支払基金に設置した基金に、給付金などの支給に必要な費用を積み増す

ために 1,187 億円（同＋615 億円）が計上されている91。 

 

５．おわりに  

 消費税率の 10％への引上げにより、社会保障・税一体改革は一応の完了をみたものの、

進行する少子高齢化に対応し、高齢者数がピークに近づく 2040 年を見据えた社会保障制

度の構築には、引き続きの制度改革が不可欠である。 

 こうした中、政府は全世代型社会保障検討会議を設置し、年金、労働、医療、予防・介

護に関する検討を行っている。中間報告では、70 歳までの就労機会の確保や短時間労働者

に対する厚生年金（被用者保険）の適用拡大といった、制度の「支え手」を増やす施策が

中心として盛り込まれた。令和２年度予算でも高齢者等の就労促進に関する予算が計上さ

れている。少子高齢化に伴い現役世代人口が減少する中、社会保障制度の維持には支え手

を増やすことが必須であり、その方向性は評価できる。 

 しかし、これまでも議論が行われてきた給付と負担の見直しについては、踏み込み不足

との指摘92がある。負担面では、一定の所得がある後期高齢者の医療費の窓口負担を２割に

するとの方向性は明記されたが、「新経済・財政再生計画改革工程表 2018」で検討項目と

された薬剤自己負担の引上げやケアプラン作成時の利用者負担導入等の内容は明記されて

いない。また、給付面でも、保険適用となる診療・薬剤の給付範囲、軽度者向け介護サー

ビスの保険給付範囲の見直し等の内容は明記されていない。 

 2020 年夏までに取りまとめられる全世代型社会保障検討会議の最終報告及び骨太方針

2020 において、どこまでの社会保障制度改革に踏み込めるのか、給付と負担の見直しに抜

本的に取り組むことができるのか、今後の動向が注目される。 

 

（ささげ なおたろう） 

 
時点）の男性を対象とした風しん抗体検査の補助のため 69 億円が計上されている。 

90 ヒト、動物、環境等の複雑な相互作用によって生じる感染症の対策に、公衆衛生、動物衛生等の関係者が連

携し、一体となって対応しようとする概念。 
91 令和元年度補正予算においても、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金のための基金の積み増しとして 177 億

円が計上されている。 
92 前掲注 25、26 参照。 


